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川崎市勤労者福祉共済条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 改正後 改正前 

○川崎市勤労者福祉共済条例 ○川崎市勤労者福祉共済条例 

昭和49年３月30日条例第４号 昭和49年３月30日条例第４号

（略） （略） 

（給付事業） （給付事業） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員に対して当該

各号に掲げる給付を行うものとする。ただし、会員が死亡した場合におけ

る第６号に規定する弔慰金の給付は、規則で定めるところにより会員の遺

族に対して行うものとする。 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員に対して当該

各号に掲げる給付を行うものとする。ただし、会員が死亡した場合におけ

る第６号に規定する弔慰金の給付は、規則で定めるところにより会員の遺

族に対して行うものとする。 

(１) 会員が満20歳に達したとき。 成人祝金 (１) 会員が満20歳に達したとき。 成人祝金 

(２) 会員が婚姻したとき。 結婚祝金 (２) 会員が婚姻したとき。 結婚祝金 

(３) 会員又はその配偶者が出産したとき。 出産祝金 (３) 会員又はその配偶者が出産したとき。 出産祝金 

(４) 会員の子が小学校（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小

学部を含む。）又は中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の

前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。）に入学したとき。 入学

祝金 

(４) 会員の子が小学校又は中学校に入学したとき。 入学祝金 

(５) 会員が傷病により８日以上欠勤したとき。 傷病見舞金 (５) 会員が傷病により８日以上欠勤したとき。 傷病見舞金 

(６) 会員又はその配偶者若しくは一親等の血族が死亡したとき。 弔慰

金 

(６) 会員又はその配偶者若しくは一親等の血族が死亡したとき。 弔慰

金 

(７) 会員が火災、風水害その他の災害により居住家屋に著しい損害を受

けたとき。 災害見舞金 

(７) 会員が火災、風水害その他の災害により居住家屋に著しい損害を受

けたとき。 災害見舞金 

(８) 会員が会員の資格を失うことなく、会員となった日の属する月から

規制で定めるところにより計算した期間が規則で定める年数に達したと

き。 永年勤続報奨金 

(８) 会員が会員の資格を失うことなく、会員となった日の属する月から

規制で定めるところにより計算した期間が規則で定める年数に達したと

き。 永年勤続報奨金 

２ 前項に規定する給付金の額は、規則で定める。 ２ 前項に規定する給付金の額は、規則で定める。 

（略） （略） 
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